２１－１１定一般質問概要(総合)　　　　　　　　　　 
１　指定管理者制度について

１－１　　
長野県では、平成17年度に長野県西駒郷(知的障害者総合援護施設)において、民間事業者等のノウハウや活力を活かし、利用者へのサービスの向上を図るとともに、管理運営経費の節減等に努めることを目的に、初めて指定管理者制度を導入されました。その後、平成１７・１８年度から多くの施設が導入され、現在、３０施設において指定管理者によって管理運営がなされております。

制度の導入により「利用者のニーズに柔軟な発想で対応することで、より質の高いサービスの提供が期待できる」「特色のある事業を自主的に企画して実施することで、施設の魅力がアップし、利用の促進が図れる」「民間事業者のノウハウを活用し、高率な施設運営を行うことで、管理運営経費の縮減が期待される」など、制度のメリットが期待されています。

これらのメリットは一定の成果は出ているものの、その制度の課題も新たに見え始めております。行政のためのコストダウンの手段に走りすぎ、サービスの質の向上の部分が、置き忘れられているケースも見受けられます。サービスの向上とコスト削減の両輪がきちんとバランスが取れることにより、指定管理者制度が目指した本来の目的が達成できるものと考えます。

それぞれの施設において、指定管理者との契約が更新の時期を迎えている今こそ、このメリットをより生かし本来の目的を達成するためにも、今後に向けてこの制度の検証が必要かと考えます。

２０年度の制度導入施設の管理運営状況は、前年に比べ利用者数・稼働率が増加した施設、また、利用料金収入が増加した施設などが見られ、概ね一定の成果はでていると評価されます。

更に、県が発表した指定管理者制度導入施設における、平成２０年度の管理運営状況を見ると、指定管理料が臨時的経費及び目的外使用許可相当分を除いて、全体で前年度に比べて約２億円の削減となっていると報告されています。

1 この削減された２億円は、県が指定管理者に支払う「指定管理料」
が実質削減となったのでしょうか。

2 もしそうであるならば、指定管理者の努力によって経費等が縮減
されたための、剰余金と言う解釈でよいのか。

3 剰余金であるとすれば、全体の数字としても、小規模施設の年間
管理料に相当する額であり、異常なほどの縮減額であります。取り交わす際の管理費の積算基準はどのように算出されているのか。

4 指定管理者と取り交わしている基本協定書には、剰余金が一定の
額を超えた場合に、剰余金と指定期間中の総収入額の5％に当たる額の差額の、２分の１の額を返納されるとのことであるが、取り扱いが全ての施設を対象とされているのか。

5 全ての施設を対象としているとすれば、この２億円はどこの施設
の剰余金でしょうか。また、基本協定書に基づけば、いずれかの指定管理者に剰余金の２分の１を県に返納した差額が残されている、ということになるが、その解釈でよいか。

⑥　県は来年度の当初予算の編成方針を明らかにし、県単独事業費を今年度当初予算と比べ５％減とする、予算要求額のシーリングを設けると発表されているが、指定管理者制度においても該当させるのか。

以上総務部長にお伺いいたします。

１－２　　
　２０年度の削減された２億円の大部分が、長野県西駒郷が県の方針によって施設入所者の施設移行を進めたことにより、入居者が減少したことによる運営費の減額と、制度的な収入が増加したことによるとのことです。そのこと事態はそう説明されれば理解はできます。しかし、発表されている指定管理者制度導入施設の管理運営状況の、施設ごとの｢長野県西駒郷｣の、管理運営状況の収支状況の項目においては、「収入・支出の差額が２２,２８６千円の黒字であった｣としか報告されていません。どこでそのような２億円に近い減額内容を知り得ることができるのですか。

県民の皆さんがそのような説明を受けないで県のホームページを見る限り、指定管理者制度を導入したことによって、指定管理者の努力により経費等が大幅に縮減され、そのために県からの歳出が２億円も削減になったと読み取れます。

①　２億円の削減についての報告は、事実に逸脱した誇大報告ではないでしょうか。ホームページの指定管理料の削減の表記について、真に指定管理者によるコスト縮減に伴うものと、西駒郷のような別の要因による削減額が大きい場合とを明確に区別し、表記方法を県民にとって理解しやすいように正確性を期すべきではないかと思いますが、指定管理者制度全般を所管する行政改革課の担当部長である総務部長に見解を、また、西駒郷の管理状況の報告における、指定管理料が大きく削減となっている理由を社会部長に説明を求めます。

私は指定管理者を導入されている数箇所の施設の指定管理者から話をお聞きすることができました。
県は、指定管理料の減額を求めていないと言われますが、　

契約期間中は毎年行われる年度協定の際、指定管理料の減額を求められたかの問いに、上限の設定など何らかの形で減額を求められたと言っておられました。

県財政の悪化を理由にした一方的な指定管理料の削減要求があるとしたら、結果として、指定管理者は人件費を削り、安全のコストを削り、サービスの低下や事故のリスクが高まっていきます。特に、人が人のお世話をする福祉の現場においては、指定管理料の削減が、人件費の削減＝正規雇用からパート職員への交代と、そこに働く県民の雇用環境を悪化させる危険が伴ってきます。同時に、それは、行政サービスの質を落とす危険性にもつながります。

更に、年毎に、施設の事業計画のボリュームは増え、少しの金額を上乗せしていただくだけで新規イベントができるのに、毎年、指定管理料の減額を求められるとすれば、前年の計画に右に倣えと前年捕囚となってしまいます。とも言われていました。これでは、意欲がわかないばかりか人件費の削減やメンテナンス等の品質成果を落とすことに繋がり、この制度の趣旨でもある民間の活力、斬新なアイデアを生かすことができないことになります。この繰り返しが続けば、少なくとも近い将来、指定管理者制度そのものが暗礁に乗りかねない事態も危惧されます。

これまでの委託とは違い指定管理者の自由度を高めることにより、創意工夫、コスト削減を図るはずですが、指定管理料については甲乙協議の上、毎年予算の範囲内で別途「年度協定書」を定めることになっています。したがって、県の予算が大筋で決らないと、この年度協定が締結できないために、いろいろな業務が遅れます。例えば、指定管理者が職員を採用したいと考えても、指定管理料が概ね決るのが１月末となるために、優秀な学生や社会人を募集したくても、早くから募集をすることができません。創意工夫による新たな事業についても、指定管理料が大幅に削減されてしまうと実施できないために、様子をみて、どうしても早くから準備を進めることができません。

また、基本協定書には年度途中の場合にも事業計画の変更の場合は県の承認を得ることとなっています。年度途中で、時としてひらめいたアイデアや交渉相手の都合により、短期間で決断しなければならない場合もあります。この場合は迅速な決断によるイベントも民間なればこそ、でき得ることでありますが、県に改めて計画書を提出し承認を得るまで時間がかかり、イベント等のタイミングを逸してしまう場合があります。単なる管理者が利益を目的とするだけでなく、県民の利便性、学習文化の向上にもつながる問題でありますので、素早い対応が求められています。結果として質の高いサービスの提供に支障を来たすこととなります。

②　年度協定の際、指定管理者制度導入施設の運営経費である指定管理料は、県予算編成時におけるシーリングと直接連動しないとのことであるが、管理費のほとんどが人件費だけに、その減額の根拠と理由を明確にするためにも、一定の積算基準が必要であると考えるが、いかがか。

③　年度協定の締結の時期などの見直しや、斬新な企画等の計画には、年度協定の際に、むしろ経費の増額を考えても良いと思うが、いかがか。

④　年度途中におけるイベント等の計画変更に際して、迅速な対応ができるよう、計画書の提出等の緩和策を設けるべきと思うが、いかがか。

あわせて総務部長にお伺いいたします。

　もう一点心配なことがあります。それは、本定例会に「長野県信濃学園」「長野県諏訪湖健康学園」の管理を指定管理者に行わせるため、その指定の手続き、指定管理者が行う管理の基準、業務の範囲等を定める、条例改正案が提出されていることであります。

施設の知的障害児等は、人間関係を構築するのに時間がかかるために、いきなり指定管理者となり、これまで、指導してきた施設職員から違う職員に代わること自体も、入所者にとっては大きなストレスとなると聞いております。

経費縮減を求めることにより、パート職員が大勢雇用されることになると、提供されるサービスの質の低下も懸念されます。もともと、信濃学園は、他の民間施設ではケアができない、重度の知的障害児を多数支援していた経過があります。ノウハウを持った民間企業が運営をできないと言うことはありませんが、指定管理者になり、県が運営したときの経費から大幅に管理料が減らされたとすれば、信濃学園で一人の重度の知的障害児に、１人の指導員が専任で付いて世話をするようなことは、もうできない可能性もあります。人が人の支援をする職場に果たして、指定管理者制度が馴染むでしょうか、些か疑問に思います。

⑤　数年前に両施設において、指定管理者へ移行するための研究会も開催をされたと聞いておりますが、どのような経過であったでしょうか。研究会での概要をお示しいただきたい。
⑥　県はこの施設を指定管理者に移行した場合、現在県が行っている入所者に対するサービスの支援を、どう担保させていくお考えか。

以上、社会部長にお伺いいたします。

１－３　　
　信濃学園など重度な知的障害者を支援する施設において、単なる経費縮減だけで指定管理者移行は、現在行われているサービスが低下とならないよう、特に求めておきます。

経費の縮減を求めるのであれば、しっかり積算基準を明確にする必要があります。

また、中途計画等につきまして、施設設置者として一定の規制することは理解できますが、しかし、民間のスピード感ある斬新的な企画等を十分生かすためにも、計画見直し等の緩和策を早急に検討されますことを要望しておきます。

予算がない、予算がないと毎年、前年に対し指定管理料の減額を求められるとすれば、本来の趣旨である、指定管理者制度は民間の活力とアイデアを生かすことばかりでなく、それぞれの施設を利用する県民への大切なサ－ビスも低下することとなります。

また、勤労者福祉センターの類の施設は、ほとんどが設置されている所在市町村が指定管理者となっています。このことは施設の使用目的等の経緯から、異論を申し上げるものではありません。ただ、これらのほとんどの施設が赤字で、指定管理者である市町村が赤字分を補填されています。それだけに、これらの施設においても指定管理料の基準や、管理業務仕様書があいまいであるとすれば、それぞれの施設において、経費の縮減に向けた改善の方法ですら見当たらなくなります。そのため、県も指定管理者を受けている市町村も、現在の指定管理料が、あるいは実際の経費が妥当であるのかも分からず、どんぶり勘定的な運営になりかねません。そのためにも一定の基準が必要であると考えます。

また、指定管理者制度は、それぞれ更新時期を迎え、制度が持つプラス・マイナスの両面が明らかになってきています。特に、文化施設や障害者施設等では、価格競争から本来の設置目的が達成できず、単なる貸館業のようになってしまう施設もでてきたことから、そもそも指定管理者はそぐわないのではないかという疑問から、指定管理者の見直しを行っている県や政令市も出てきています。

ここで、更新を前に、指定管理の功罪の総括を行うことが必要であると考えます。

①　行政コストの削減とのバランスもあり、難しい面もありますが、目先のことだけでなく、本来行政サービスがどうあるべきかとの視点と、最低でも１０年、２０年先のことを考えて、判断をするための検証をするべきと思うが、知事のご見解を伺います。

②　指定管理者の成果に対する評価基準、施設別の一定の指定管理料に対する算定基準額の設定など、改善に向けてどのようにお考えになっておられるかも、知事のご見解を伺いたい。

利用者のニーズに柔軟な発想で対応することで、より質の高いサービスの提供が期待できるなど、本来の指定管理者制度に求められているメリットなどを生かすために、県として更に見直しの努力をするべきと要望しておきます。
２　財政健全化判断比率等に基づいた県の考え方について
２－１　
　地方自治体の財政

 HYPERLINK "http://kotobank.jp/word/%E7%A0%B4%E7%B6%BB" 破綻(はたん)を早い段階で防止することを目的として、平成19年6月に地方自治体財政健全化法が成立されました。 その内容をおさらいして見ますと、(1)普通会計だけでなく、公営企業や公社・第三セクターなどの会計まで、監視

 HYPERLINK "http://kotobank.jp/word/%E5%AF%BE%E8%B1%A1" 対象を拡大すること、(2)単年度

 HYPERLINK "http://kotobank.jp/word/%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC" フローだけでなく、ストック面にも配慮した財政状況の判断

 HYPERLINK "http://kotobank.jp/word/%E6%8C%87%E6%A8%99" 指標を導入すること、(3)財政悪化を可能な限り早い段階で把握し、財政状態の改善に着手させること、となっています。この法律ができたことによって、地方自治体の財政破綻（倒産）を未然に防ぐため、国が自治体の財政状況をチェックすることができるとしています。国がチェックできると言うよりも、地方自治体自らが健全な財政を把握する上においても重要であります。

本県においても県監査委員が９月に「平成２０年度決算における財政健全化法の健全化判断比率等の審査について」審査意見書が提出されました。
その意見書によると、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質交際費比率、将来負担比率等の「健全化判断比率」、及び資金不足比率等につきましては、いずれも国が示した判断基準より下回り、健全化状況であると報告されております。指標を見る限り、長野県の状況は悪くないと思います。数年前より各種指標は改善しており、実質公債費比率についてもH19年度数値では、ワースト５位でしたが、先ごろ発表された20年度の速報値においては、12位と財政健全化に向けての努力が見られます。

　しかし、昨年来の金融危機以来、日本の経済はもとより本県の経済雇用情勢の悪化は、近年に例を見ない大変厳しい環境が続いています。県では２０年度の県・税収が大幅に減収となる見通しを発表しました。更に、来年度も引き続き法人二税を中心に大幅な減収となることが予想されています。更に、新政権では地方交付税をはじめ自動車税や暫定税率など、現時点で不確定要素ではありますが、県財政に影響が見られると思われる各種見直しが検討されており、今後、歳入不足が上乗せとなる可能性は大であります。県監査委員は、「今後、基金残高や税収及び地方交付税等の動向如何では、実質収支が赤字に転落することも懸念されることから、収支が均衡する財政構造の構築と、慎重な財政運営が望まれます」と審査意見書で指摘されております。

まさにその通りで、将来の長野県財政に大きな不安環境となっています。
1 県の財政運営の舵取り役である総務部長に、現在の県財政の状況を全国の都道府県との比較において、どう認識しているかお伺いします。
2 実質公債費比率は、着実に下がってきているが、行政刷新会議の事業仕分けにおいても、交付税制度の見直しが求められています。かつて、長野県だけでなく全国の都道府県において、交付税措置のある有利な起債が、政策誘導の中で活用をされています。長野県はオリンピック、新幹線、高速道路等で社会資本の充実整備に、かなり積極的に活用をしてきていますが、１兆５千７００億円余の地方債残高のうち、有利な起債ということで、後年度交付税で措置されることになっているものはどの程度あるか。

3 税収が大幅に落ち込んでいるが、今後税収不足を補うために減収補てん債の発行等を行う予定はあるのか、もしあるとしたら、実質公債費比率にどの程度の影響がでてくるのか。
4 県は、現時点で将来見込まなければならない実質将来負担額を、どの程度把握されているのか。

5 自主財源の確保や事業の見直しなど、将来の財源の安定と確保に向けて、どのような施策を具体的に考えておられるか。

総務部長に伺います。

　減収補填債は現況を考えればやむを得ないと考えます。また、将来負担比率についても。ある程度把握されているようですが、

２－２　　　
今こそ、表に現われる指標のみでなく、隠れた数値、いわゆる債務負担行為や今後予想される国直轄事業の負担金、中期総合計画に掲げている諸事業など、将来見込まなければならない実質将来負担額の把握が重要な課題であります。

　１１月１３日に民間企業に倣った、新しい公会計システムによる財務諸表等が発表されました。県の予算編成時においても、財務諸表をしっかり読み取り、予算の編成、予算の執行、決算の統計数値など、計画・予算から決算・行政評価まで一貫した設計思想で、効率的なコストを抑えた運用が求められています。

そのためにも、将来予想される実質将来負担額の把握とホローは、欠くことができない重要なポイントでもあると考えます。将来の実質将来負担額の把握と新しい公会計システムによる財務諸表は、切り離して考えることはできません。

しっかり本県が将来予想される実質将来負担額を明確にした上で、中期総合計画を柱にした年度計画に対し、大きな政策・個別施策など、また、目的と手段が適切かどうか評価をし、人・物・金といった限られた行政資源を有効活用していくべきであると考えます。

①　知りえた実質将来負担額と直近の財務諸表に基づき、どのように来年度予算編成に活用していかれるのか。また、中期総合計画等に、それらの数値を反映させていくべきと思うが、いかがか。総務部長にお伺いします。

②　三重県議会でも知事に提案していますが、健全化判断比率等のより正確な算定と適正な審査のために、県としての算定マニュアルと審査マニュアルを定めるべきと思うが、いかがか。

算定マニュアルは総務部長に、審査マニュアルについては代表監査委員にお伺いいたします。

③　平成21年度の定期監査の結果に関する報告にも、監査委員の意見として挙げられていますが、決算書に財産に関する調書として債権及び基金などの内訳が記載されていますが、起債残高や債務負担行為残額など、将来負担額の一覧表も掲載するなど、県民に対する説明のしかたなどの工夫をするべきと思うが、いかがか。総務部長に伺います。

④　知事は定例会前の各党派代表者会議において、来年度予算の編成にあたり「骨格予算」でなく「通年予算」で行うと報告されておられますが、昨日の風間議員への答弁で国の方針が定まらない現況で、骨格的な予算編成となる可能性も示唆されました。いずれにしても、先ほど来、問題を提起しているように、財政事情や事務事業評価による見直しなど、年々県の財政や県政運営環境が変化しています。将来予測される実質将来負担額を早急に算出し、併せて財政健全化比率等の結果を踏まえて、何を重点に、どのような方向をめざした「２２年度予算」をお考えになっておられるか、ご見解をお示し願いたい。

２－３　　　
財政健全化に取り組むとともに、県民生活と県内経済の安定・向上を図り、あわせて中期総合計画への県民の期待に応えるべく、当初予算編成に取り組んでいくとのことですが、まずは、県内経済の安定に全力を挙げていただきたい。
　今や、国・県・市町村・民間を問わず全てが、荒れ狂う海原の中にいるような経済環境の中で、必死になって抜け出そうと努力しています。もちろん、国は混迷している現況から一日も早く抜け出すことができる責任を果たしていただきたい、と願っていますが、残念ながら方向が定まらない状況です。迷う国に先立ち、県民が安心して産業経済活動や生活が営めるよう、財政的不安要素のある中ですが、一層知事のリーダーシップを発揮して頂き、昨日の答弁にもありましたが、その時々に必要な予算をつくることを望むものであります。そのためにも、隠しているのでなく、隠れて見えていない「予測される実質将来負担額」を適切に把握し、公会計の貸借対照表に実質将来負担額や、後年度補てん地方交付税などを的確に把握し、将来の収支バランスを判断するなど、将来に付けをまわさない県財政運営に努められ、「２２年度予算｣の編成にあたっていただきたいことを要望し、質問を終わります。
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